
土浦ロータリー・クラブ細則（案） 

新 旧 

 

第１条 
理事および役員の選挙 

 

  ６名の理事 

 

 

 第２条 
理 事 会 

 

  会員１２名より成る理事会 

  ６名の理事 

 

第７条 
四大奉仕部門 

 

 四大奉仕部門は、本ロータリー・クラブの活動

のための理念と実践の枠組みである。それはクラ

ブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、および国際奉仕で

ある。本クラブは、四大奉仕部門の各部門に積極

的に取り組むこととする。 

 

第８条 
委 員 会 

 
 第１節 

   会長は理事会の承認の下に次の常設委員会

  を設置しなければならない。 

 会員組織委員会    この委員会は、会員の

            勧誘と退会防止に関す

            る包括的な計画を立て

            、実施するものである。

           

 クラブ管理運営委員会 この委員会は、クラブ

            の効果的な運営に関連

            する活動を実施するも

            のである。 

 

 奉仕プロジェクト委員会この委員会は、地元地

            域社会および他国の地

  

第１条 
理事および役員の選挙 

 

 第１節 

  ４名の理事 

 

第2条 
理 事 会 

 
  会員１０名より成る理事会 

  ４名の理事 

 

 

 

 

 

 

 

第７条 
委 員 会 



 
            域社会におけるニーズ

            に応える教育的、人道

            的および職業的プロジ

            ェクトを企画し、実施

            するものである。 

 ロータリー財団委員会 この委員会は、資金的

            寄付とプログラムへの

            参加を通じてロータリ

            ―財団を支援する計画

            を立て、実施するもの

            である。 

 米山奨学委員会    この委員会は、米山奨

            学会がいかに国際理解

            と友好に寄与し、且つ

            青少年学徒の教化育成

            に協力し親しく接触し

            その運動の推進に務め

            るものとする。 

（a）会長は、職権上すべての委員会の委員となる

  ものとし、その資格において委員会に付随す

  るあらゆる特典をもつものとする。 

（b）各委員会は本細則によって付託された職務お

  よびこれに加えて会長または理事会が付託す

  る事項を処理すべきものとする。理事会によ

  って特別の権限を与えられた場合を除き、こ

  れらの委員会は、理事会に報告してその承認

  を得るまでは行勤してはならない。 

（c）それぞれの委員長はその委員会の定例会合に

  対して責任をもち、委員会の仕事を監督、調

  整する任務をもち、委員会の全活動に理事会

  に報告するものとする。 

 第２節 
  会長は、理事会の承静の下に常設委員会の 

 中に、次の委員会を設置するものとする。 

   ◎ 会員組織委員会 

     ・会員増強委員会 

     ・職業分類委員会 

     ・会員選考委員会 

       ・ロータリー情報委員会 

  

 
 
 
 



 
   ◎ クラブ管理運営委員会 

   ・出席委員会 

   ・親睦活動委員会 

   ・プログラム委員会 

   ・クラブ会報委員会 

   ・雑誌委員会 

   ・広報委員会 

   ◎ 奉仕プロジェクト委員会 

   ・職業奉仕委員会 

   ・社会奉仕委員会 

    人間尊重委員会 

    環境保全委員会 

    新世代奉仕委員会 

・ 国際奉仕委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 





 
土浦ロータリークラブ 

 
 理事会構成（案） 

 

 会 長         役 員 

 副会長 （会長エレクト・会員組織委員会委員長兼務）  役 員 

 クラブ管理運営委員会委員長      理 事 

 幹 事         役 員 

 会 計         役 員 

 会場監督（ＳＡＡ）       役 員 

 直前会長（奉仕プロジェクト委員会委員長兼務）   役 員 

 職業奉仕委員会委員長       理 事 

 社会奉仕委員会委員長       理 事 

 国際奉仕委員会委員長       理 事 

 ロータリー財団委員会委員長      理 事 

 米山奨学委員会委員長       理 事 


